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音更町手数料条例の一部を改正する条例

音更町手数料条例（昭和３９年音更町条例第７号）の一部を次のように改正する。

別表９の項中「、第６３条第３項第７号イ又は第６８条の６９第３項第７号イ」を「又

は第６３条第３項第７号イ」に改め、同表１０の項中「、第６３条第３項第６号若しくは

第７号ロ又は第６８条の６９第３項第６号若しくは第７号ロ」を「又は第６３条第３項第

６号若しくは第７号ロ」に改め、同表５０の項中「第３項」を「第５項」に改め、同項第

１号ア中「５７,０００円」を「５８,０００円」に改め、「第８１号」の次に「。以下

「品確法」という。」を加え、「第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関による認

定に係る技術的審査（以下この項、次項及び５４の項から５８の項までにおいて「評価機

関審査」」を「第６条の２第３項又は第４項に規定する長期使用構造等であるかどうかの

確認（以下この項及び次項において「長期使用構造等確認」」に、「１８,０００円、同条

第１項に規定する住宅性能評価（以下この項及び次項において「住宅性能評価」とい

う。）を受けた場合にあつては２１,０００円」を「、１９,０００円」に改め、同号イ中

「評価機関審査」を「長期使用構造等確認」に、「３０,０００円、住宅性能評価を受け

た場合にあつては６２,０００円」を「、３１,０００円」に改め、同号ウ中

「２０５,０００円（評価機関審査」を「２０６,０００円（長期使用構造等確認」に、

「４７,０００円、住宅性能評価を受けた場合にあつては９８,０００円」を「、

４８,０００円」に改め、同項第２号ア中「８４,０００円（評価機関審査」を

「８５,０００円（長期使用構造等確認」に、「２５,０００円」を「２６,０００円」に

改め、同号イ中「評価機関審査」を「長期使用構造等確認」に、「４３,０００円」を

「４４,０００円」に改め、同号ウ中「３０６,０００円（評価機関審査」を

「３０７,０００円（長期使用構造等確認」に改め、同表５１の項第１号中「並びに」を

「、」に改め、「の予定時期」の次に「及び区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期」

を加え、同項第２号ア中「評価機関審査」を「長期使用構造等確認」に、「１４,０００

円、住宅性能評価を受けた場合にあつては１６,０００円」を「、１５,０００円」に改め、

同号イ中「評価機関審査」を「長期使用構造等確認」に、「２４,０００円、住宅性能評

価を受けた場合にあつては４０,０００円」を「、２４,０００円」に改め、同号ウ中「評

価機関審査」を「長期使用構造等確認」に、「３８,０００円、住宅性能評価を受けた場

合にあつては６３,０００円」を「、３８,０００円」に改め、同項第３号中「評価機関審

査」を「長期使用構造等確認」に改め、同表５２の項中「場合」の次に「又は同条第３項
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により区分所有住宅の管理者等が選任された場合」を加え、同表５４の項第１号ア中「評

価機関審査」を「品確法第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る

技術的審査（以下この項から５８の項までにおいて「評価機関審査」という。）」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表９の項及び１０の項の改正規定は、

令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表５０の項、５１の項及び５２の項の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の

例による。


